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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成29年9月28日(2017.9.28)

【公表番号】特表2016-530014(P2016-530014A)
【公表日】平成28年9月29日(2016.9.29)
【年通号数】公開・登録公報2016-057
【出願番号】特願2016-538852(P2016-538852)
【国際特許分類】
   Ａ４５Ｄ  29/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/81     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/73     (2006.01)
   Ａ６１Ｑ   3/02     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  27/30     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ４５Ｄ   29/00     　　　　
   Ａ６１Ｋ    8/02     　　　　
   Ａ６１Ｋ    8/81     　　　　
   Ａ６１Ｋ    8/73     　　　　
   Ａ６１Ｑ    3/02     　　　　
   Ｂ３２Ｂ   27/30     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成29年8月14日(2017.8.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）アルキル－メタ－アクリレート、ヒドロキシメタクリレート、溶剤の混合物３０
～５０ｗｔ％及びニトロセルロース５０～７０ｗｔ％を含む第１コーティング液をベース
基材に塗布する段階；
　（Ｂ）前記（Ａ）段階の結果物を熱処理する段階；
　（Ｃ）溶剤に溶解されたニトロセルロース溶液と熱可塑性樹脂ゲルが２．３～３：１の
重量比で混合攪拌された第２コーティング液を、前記（Ｂ）段階の結果物の表面に塗布す
る段階；及び、
　（Ｄ）前記（Ｃ）段階の結果物を熱処理する段階；
を含むネイルステッカーの製造方法。
【請求項２】
　前記ヒドロキシメタクリレートの含有量は、前記アルキル－メタ－アクリレートの重量
の０．０５～０．３倍の範囲で決定され、
　前記（Ａ）段階の溶剤の含有量は、前記アルキル－メタ－アクリレートの重量の０．０
２～０．９倍の範囲で決定される請求項１記載のネイルステッカーの製造方法。
【請求項３】
　前記（Ｂ）段階は、４０～５０℃の温度を基準として１．５～２．５分間の熱処理が行
われることを特徴とする請求項１または２記載のネイルステッカーの製造方法。
【請求項４】
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　前記（Ｄ）段階は、４０～５０℃の温度を基準として１２～１３分間の熱処理が行われ
ることを特徴とする請求項１～３記載のネイルステッカーの製造方法。
【請求項５】
　前記第１コーティング液は、前記アルキル－メタ－アクリレートの重量の０．０００２
～０．１倍に相当する重量を有する開始剤、前記アルキル－メタ－アクリレートの重量の
０．００１～０．１倍に相当する重量を有する補強剤の中から少なくとも一つをさらに含
み、
　前記開始剤は、過酸化ベンゾイル、アゾビスイソブチルロニトリルの中から選択された
少なくとも一つの物質を含み、
　前記補強剤は、アクリロニトリル、メタ－アクリルアミド、Ｎ－メチルアクリルアミド
、スチレン、メチルスチレン、ビニルトルエン、グリシジル－メタ－アクリレート、また
は酢酸ビニル、２－ヒドロキシエチル－メタ－アクリレート、　２－ヒドロキシプロピル
－メタ－アクリレート、４－ヒドロキシブチル－メタ－アクリレート、２－ヒドロキシエ
チレングリコール－メタ－アクリレート、２－ヒドロキシプロピレングリコール－メタ－
アクリレートなどのように水酸基を含む単量体、アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸
二量体、イタコン酸、マレイン酸、マレイン酸無水物の中から選択される少なくとも一つ
の物質を含む請求項１～４記載のネイルステッカーの製造方法。
【請求項６】
　前記第１コーティング液には、前記第１コーティング液の総重量を基準として０．１～
２０ｗｔ％のイソシアネート系トリメチロールプロパンのトルエンジイソシアネート付加
物（ＴＤＩ－１）が添加される請求項１～５記載のネイルステッカーの製造方法。
【請求項７】
　前記熱可塑性樹脂ゲルは、
　ポリウレタン、ポリ酢酸ビニル、エチレン酢酸ビニル、ポリ塩化ビニル樹脂の中から選
択される少なくとも一つの物質である熱可塑性樹脂と、
　ジプロピレングリコールジベンゾエート（ｄｉｐｒｏｐｙｌｅｎ　ｇｌｙｃｏｌ　ｄｉ
ｂｅｎｚｏａｔｅ、ＤＰ）、ジエチレングリコールジベンゾエート（ｄｉｅｔｈｙｌｅｎ
ｅ　ｇｌｙｃｏｌ　ｄｉｂｅｎｚｏａｔｅ、ＤＥ）の中から選択される少なくとも一つの
物質である可塑剤を含む請求項１～６記載のネイルステッカーの製造方法。
【請求項８】
　（Ｅ）前記（Ｄ）段階の結果物の表面に装飾パターンを形成する段階；と
　（Ｆ）前記（Ｅ）段階の結果物の表面に保護層を形成する段階；と
をさらに含む請求項１～７記載のネイルステッカーの製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６６】
【表１】
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